
令和 2年 4月 1日 

働き方改革について 

 

東広島市立高屋東小学校 

 

国の施策として，すべての職種に対して「働き方改革」の方針が出されてい

ます。 

また，東広島市教育委員会から【学校における働き方改革取組方針】が昨年

１２月に出され，働き方改革に係る業務改善等の方向性が示されました。 

そこで，本校では次の内容について保護者・地域の皆様にご協力をお願いし

たいと思います。 

 

本校教職員の勤務時間：午前８時１０分から午後４時４０分まで 

 

【学校への電話・問い合わせについて】 

（平日） 

◎午前７時４０分から午後５時４０分までに電話連絡をお願いします。 

（長期休業中は， 午前８時００分から午後４時４０分まで） 

 ・欠席，遅刻等の連絡は，電話以外でもお手紙や連絡帳でお知らせいただい

ても構いません。 

・学校からの家庭連絡等も午後６時までに電話連絡するようにします。 

・勤務時間の関係で，電話連絡の時間に対応できない場合もあります。 

・学校行事によっては，電話応対時間を変更します。 

 

（土・日・祝日） 

◎学校への連絡は，ご遠慮ください。 

 下校後や土，日，祝日に忘れ物等を取りに来ることは，様々な危険が考えら

れるため，今後は，取りに来ないように指導します。 

保護者，地域の皆様にはご不便をおかけします。 

働き方改革の趣旨として，教職員が心にゆとりを持ち，じっくりと子ども

達に関わり続けられる環境を整えたいと考えています。 

これからもご支援，ご協力をお願いしいます。 


